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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月1日(2017.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周囲において一部が重複する各撮像領域をそれぞれ撮像するように前記車両に搭
載された複数の撮像装置（１０）の各撮像画像の中から予め定められた対象物を認識する
画像認識部（２１）と、
　前記画像認識部により認識された対象物を含む撮像領域が二つの前記撮像装置の何れで
も撮像可能な重複領域である場合、当該二つの撮像装置の各撮像画像を予め設定された仮
想視点から見た画像にそれぞれ変換して各変換画像を一部重ねて繋ぎ合わせた合成画像を
生成する際に、当該二つの変換画像が重なり合う重複画像領域において各変換画像部分を
予め設定されたブレンド率で合成する画像合成部（２３）と、
　前記画像認識部による前記対象物の認識結果に基づき、前記重複画像領域における各変
換画像部分のブレンド率を設定する画像設定部（２４）と、
　前記画像設定部により設定されたブレンド率で前記画像合成部により前記重複画像領域
における各変換画像部分が合成された前記合成画像を運転支援画像として、前記車両に搭
載された表示装置（３０）に前記運転支援画像を出力する画像出力部（２６）と、
　を備える車載表示制御装置であって、
　前記画像設定部は、前記重複画像領域における各変換画像部分のうち、前記対象物の位
置に関する所定の対象物位置条件が成立する方の撮像画像を基にした変換画像部分に関す
る前記ブレンド率を、他方の変換画像部分に関する前記ブレンド率よりも高く設定する際
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に、前記二つの撮像装置の各撮像画像中の前記対象物の位置について、当該各撮像画像の
中心からの距離を比較し、当該各撮像画像の中心からの距離が小さいほど、前記ブレンド
率を高く設定する（Ｓ３５０、Ｓ３７０）、
　ことを特徴とする車載表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載表示制御装置であって、
　前記画像設定部は、前記重複画像領域における各変換画像部分のうち、前記対象物の認
識精度が高い方の撮像画像を基にした変換画像部分に関する前記ブレンド率を、他方の変
換画像部分に関する前記ブレンド率よりも高く設定する（Ｓ３３０、Ｓ３７０）、
　ことを特徴とする車載表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の車載表示制御装置であって、
　前記画像設定部は、前記重複画像領域における前記各変換画像部分のうち、前記対象物
の警告優先度が高い方の撮像画像を基にした変換画像部分に関する前記ブレンド率を、他
方の変換画像部分に関する前記ブレンド率よりも高く設定する（Ｓ３４０、Ｓ３７０）、
　ことを特徴とする車載表示制御装置。
【請求項４】
　車両の周囲において一部が重複する各撮像領域をそれぞれ撮像するように前記車両に搭
載された複数の撮像装置（１０）の各撮像画像の中から予め定められた対象物を認識する
画像認識工程（２１）と、
　前記画像認識工程により認識された対象物を含む撮像領域が二つの前記撮像装置の何れ
でも撮像可能な重複領域である場合、当該二つの撮像装置の各撮像画像を予め設定された
仮想視点から見た画像にそれぞれ変換して各変換画像を一部重ねて繋ぎ合わせた合成画像
を生成する際に、当該二つの変換画像が重なり合う重複画像領域において各変換画像部分
を予め設定されたブレンド率で合成する画像合成工程（２３）と、
　前記画像認識工程による前記対象物の認識結果に基づき、前記重複画像領域における各
変換画像部分のブレンド率を設定する画像設定工程（２４）と、
　前記画像設定工程により設定されたブレンド率で前記画像合成工程により前記重複画像
領域における各変換画像部分が合成された前記合成画像を運転支援画像として、前記車両
に搭載された表示装置（３０）に前記運転支援画像を出力する画像出力工程（２６）と、
　を備える車載表示制御方法であって、
　前記画像設定工程は、前記重複画像領域における各変換画像部分のうち、前記対象物の
位置に関する所定の対象物位置条件が成立する方の撮像画像を基にした変換画像部分に関
する前記ブレンド率を、他方の変換画像部分に関する前記ブレンド率よりも高く設定する
際に、前記二つの撮像装置の各撮像画像中の前記対象物の位置について、当該各撮像画像
の中心からの距離を比較し、当該各撮像画像の中心からの距離が小さいほど、前記ブレン
ド率を高く設定する（Ｓ３５０、Ｓ３７０）、
　ことを特徴とする車載表示制御方法。
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